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（平成１３年１月２６日議決） 

                 変更 平成２５年１月２８日議決  

                 変更 平成３１年１月２９日議決  

 

１．広域計画策定の趣旨 

福岡県介護保険広域連合広域計画（以下「広域計画」という。）は、福

岡県介護保険広域連合規約（以下「広域連合規約」という。）第４条に規

定する項目について、市町村と相互に役割を担い、これらの事務の管理及

び執行について必要な連絡調整を行いながら、総合的かつ計画的に事務処

理するため、地方自治法第２９１条の７第１項の規定に基づき策定するも

のです。  

 

２．広域計画の構成と期間 

広域計画は、基本指針、基本計画で構成しています。  

基本指針は福岡県介護保険広域連合（以下「広域連合」という。）の事

業運営における方針を明らかにし、基本計画の指針となるものです。  

基本計画は、広域連合規約第４条に規定する事務について、具体的な方

針を示すものです。  

広域計画の期間は、平成３１年度から広域連合規約の変更が行われるま

での間とします。  

ただし、広域連合長が必要と認めたときは、随時改定を行います。  

 

３．基本指針 

高齢化の更なる進展が見込まれる中、高齢者が元気でいきいきとした生

活を送り、たとえ要介護状態となった場合でも住み慣れた地域で自立した

生活が送れる社会を目指します。  

そのために、広域連合は本部のほか各地域に支部を配置し、市町村と一

体となって事務を効率的かつ効果的に進めます。 



 

 

４．基本計画 

介護保険事業の健全かつ円滑な運営を図るため、広域連合及び市町村は

次の事務を行います。 

 

（１）被保険者の資格の管理に関する事務 

被保険者資格の取得・喪失・異動の届け等、窓口業務は市町村で行

い、それらの情報は広域連合が一括管理します。 

 

（２）要介護認定及び要支援認定に関する事務 

要介護認定及び要支援認定申請の受付等は市町村で行い、認定調査、

認定審査及び認定結果通知等は広域連合で行います。 

また、広域連合は介護認定審査会委員及び認定調査員の研修等を計

画的に行い、公正で正確な要介護認定及び要支援認定を実施します。 

 

（３）保険給付に関する事務 

給付費支給申請等の受付は市町村で行い、給付費支給決定及び支払 

等は広域連合で行います。 

また、広域連合は介護給付が適正に行われるよう、市町村の協力を

得て介護給付の適正化事業を実施します。 

 

（４）指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス 

事業者、指定介護予防支援事業者及び指定居宅介護支援事業者に関す 

る事務 

広域連合が申請内容を審査し、新規指定及び指定更新を行います。 

なお、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サ

ービス事業者については、新規指定の事業者選定、意見書作成は市町村

で行い、新規指定及び指定更新の現地調査は広域連合と市町村で行いま

す。 



 

 

（５）地域支援事業等に関する事務 

地域支援事業の実施・運営は市町村で行います。 

広域連合は市町村が実施する事業に対する支援を行います。 

 

（６）介護保険事業計画の策定に関する事務 

介護保険事業計画は広域連合で策定します。  

市町村が策定する保健福祉計画との整合性が求められることから、

関連するデータを相互に提供します。  

 

（７）保険料の賦課及び徴収に関する事務 

介護保険料の賦課徴収は広域連合で行い、賦課徴収に関して必要な

住民情報は、市町村が提供します。なお、納付相談及び滞納保険料の

徴収については、市町村と連携して取り組みます。 

 

（８）その他介護保険制度の施行に関する事務 

ア 苦情、相談等に関する事務 

各種申請や認定等に関する苦情・相談、不服審査の申請は、市町村

で受付けを行い、それらの集約及び管理は広域連合で行います。また、

制度の趣旨普及については市町村と協力して行います。  

 

イ 人材の育成・確保に関する事務 

広域連合の職員体制は市町村からの派遣職員と広域連合職員で構

成します。 

介護保険制度の複雑で専門的な事務を、安定的に運営していくため

に、市町村は継続的に職員を派遣していきます。 

広域連合は、介護保険制度に精通した職員の育成を図り、介護認定

審査会委員及び認定調査員については、保健・医療・福祉の各分野か

ら介護保険制度に精通した人材を確保します。 



 

 

ウ 住民サービスの向上に関する事務 

申請・相談・被保険者証の再発行等の窓口業務は、住民に身近な市

町村で行います。 

また、介護保険事務を効果的に遂行できるよう、相互に連絡調整を

しながら、住民が利用し易く信頼される介護保険事業の運営を行いま

す。 

 

エ 電算システムに関する事務 

介護保険事業の事務を円滑かつ効率的に処理するために、広域連合

及び市町村において共通のシステムを設置しています。  

広域連合はそのシステムの運用に関してセキュリティを確保し、効

率的かつ適切な運用を行います。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

福岡県介護保険広域連合構成市町村  

 

支 部 名        構 成 市 町 村  

粕屋支部  宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町  

遠賀支部  芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町  

鞍手支部  宮若市、小竹町、鞍手町  

朝倉支部  筑前町、東峰村  

うきは・大刀洗支部  うきは市、大刀洗町  

柳川・大木・広川支部  柳川市、大木町、広川町  

田川・桂川支部  田川市、桂川町、香春町、添田町、糸田町、川崎町  

大任町、赤村、福智町  

豊築支部  豊前市、吉富町、上毛町、築上町  
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